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環境省では、自然公園法施行規則に追加する国立・国定公園特別地域内における風力
発電施設の設置に係る審査基準の案を取りまとめましたので、本案について広く国民の
皆さまからのご意見を募集（パブリック・コメント）いたします。

．概要１
環境省では、風力発電施設の設置に関する自然公園法上の審査の基準について明確化

自然公園法施行規則に追加する国立及び国定公園特別地域（海中公園地区を図るため、
及び特別保護地区を含む ）内における風力発電施設の新築、改築及び増築に関する審査。
基準の案（別添資料２）を作成しました。
今般、これを公表して広く国民の皆さまからご意見を募集することとしましたので、

ご意見のある方は「ご意見募集要項」に沿ってご提出ください。皆様からいただいたご
意見は、省令改正（平成１６年４月施行予定）の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨あらかじめご了承願

います。

２．意見提出手続き
（１）問い合わせ及び意見提出先

環境省自然環境局国立公園課 大林、玉城
〒１００－８９７５ 東京都千代田区霞が関１－２－２
電話：０３－３５８１－３３５１（内線６４４８）
：０３－３５９５－１７１６FAX

shizen-kouen@env.go.jp電子メール：

（２）資料の入手方法等
案の概要については、上記（１）で閲覧又は郵送申し込みをすることができるほ

か、環境省ホームページ（ )でご覧になれます。http://www.env.go.jp/info/iken.html

（３）意見提出期間
平成１６年２月１７日（火）から３月１５日（月）まで（４週間）

＊意見提出の際は、別紙「ご意見募集要項」に基づき、意見提出者の住所、氏名（団体
の場合は団体名 、電話番号、 番号をご記入下さい。また、いただいたご意見の） FAX
内容については、住所、電話番号、 番号及び電子メールアドレスを除き公表されFAX
る可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。

＊お電話でのご意見は受けかねますのでご了承下さい。
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資料１

ご意見募集要項

１ 意見募集対象

「自然公園法施行規則に追加する風力発電施設に係る工作物の新築、改築及び

増築に関する審査基準（案）の内容 （資料２）について」

２ 募集期間

平成１６年２月１７日（火）～３月１５日（月 （必着））

３ 提出方法

「意見提出用紙」の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さ

い （お名前と連絡先のないものは無効となります）。

（１）電子メールの場合：意見提出用紙の項目に従い、ファイル形式をテキスト

形式として送付して下さい （添付ファイルによる御意見の提出はご遠慮願い。

ます ）。

（２） 及び郵送の場合： 意見提出用紙」の様式に従って提出して下さい。FAX 「

＊電話でのご意見は受けかねますのであらかじめご了承下さい。

＊ご提出いただいた意見は、住所、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールアド

レスを除き公表される可能性があることをご承知おきください。

「意見提出用紙」

宛先：環境省自然環境局国立公園課

氏名： 会社／部署名 ：（ ）

住所：

電話番号：

ご意見：

〈該当箇所〉

〈意見内容〉

〈理由〉
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４ 意見提出先

環境省自然環境局国立公園課

shizen-kouen@env.go.jp・電子メールの場合：

・ＦＡＸの場合：０３－３５９５－１７１６

・郵送の場合：〒 東京都千代田区霞が関１－２－２100-8975

５ 資料の入手方法

（１）環境省自然環境局国立公園課において配布

（２）環境省ホームページ（アドレス ）http://www.env.go.jp/info/iken.html
（３）郵送による送付

８０円切手を添付した返信用封筒（郵便番号、住所、氏名を必ず明記）

を同封の上、環境省自然環境局国立公園課あて送付して下さい。
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資料２

自然公園法施行規則に追加する風力発電施設に係る工作物の

新築、改築及び増築に関する審査基準（案）の内容

１ 概要

近年、全国各地において風力発電の導入が急速に進みつつあることを背景と

して、国立・国定公園内においても、地方自治体や民間事業者等から、大規模

な風力発電施設の設置に関する提案等が出されています。

風力発電は、新エネルギーとして積極的に導入を推進していくべきものであ

り、また地球温暖化対策の一環としての意義を有する一方で、国立・国定公園

における大規模な風力発電施設は、風景を著しく改変し、野生生物へも影響を

。 、 、与えることが懸念されています このため 施設の設置許可の判断については

自然公園法に基づき個別案件ごとに慎重に審査していく必要があります。しか

し、現在、風力発電施設専用の審査基準がなく、現行の基準は抽象的でわかり

にくいとの声もあることから、環境省では、平成１５年度末を目途に、風力発

電施設の設置に関する自然公園法上の審査の基準や考え方について明らかにす

ることとしました。

このため、昨年８月に関係分野の専門家から構成される検討会を設置し、風

力発電施設が自然景観や野生生物等に及ぼす影響等を踏まえ、国立・国定公園

内における風力発電施設設置のあり方について検討を進めた結果、本年２月に

「 」国立・国定公園内における風力発電施設設置のあり方に関する基本的考え方

（参考資料）を取りまとめたところです。

環境省では、この「基本的考え方」を踏まえ、自然公園法施行規則に規定す

る工作物の新築・改築及び増築に関する審査基準に、風力発電施設に係る審査

基準を追加することとし、今回、当該審査基準の案を作成し、これを公表して

広く国民の皆様から御意見を募集することとしました。

２ 今回追加する審査基準（案）の内容
現在、国立公園特別地域（特別保護地区及び海中公園地区を含む）内におけ

る風力発電施設の設置については、自然公園法施行規則第１１条第１２項に規
定された審査基準により許可等の可否について判断を行っています。今回、審

査基準の明確化を図るため、新たに風力発電施設の新築、改築及び増築に関す
る基準を以下の通り作成し、自然公園法施行規則に追加するものです。

（１）以下の規定によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、か

つ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができ
ないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築については、この限

りでない。

イ 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。

) 特別保護地区、第１種特別地域又は海中公園地区i
) 第２種特別地域又は第３種特別地域のうち、植生の復元が困難な地ii
域等（次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化
財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第６９条第１項の規定による
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史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第７０条第１項の規定による

史跡名勝天然記念物の仮指定がされていること又は学術調査の結果等

により、特別保護地区又は第１種特別地域に準ずる取扱いが現に行わ

れ、又は行われることが必要であると認められるものをいう ）であ。

るもの
) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域iii
) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域iv
) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じていv
る地域

) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域vi

ロ 当該風力発電施設が主要な展望地 から展望する場合の著しい妨げ（注）

にならないものであること。

（注）利用者の展望の用に供するための園地、広場、休憩所、展望施設のほか

公園事業たる道路（駐車場も含む ）のうち利用者の展望の用にも供せら。

れている区間も含まれる。

ハ 当該風力発電施設が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼ

すものでないこと。

（２）耐用年数経過後の風力発電施設の撤去に関する計画が定められており、

かつ、当該風力発電施設を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととさ

れているものであること。

（３）当該風力発電施設の外部の色彩又は形態がその周辺の風致又は景観と著

しく不調和でないこと。

（４）大規模な切土又は盛土を伴わない等、当該風力発電施設に係る土地の形
状を変更する規模が必要最小限であると認められること。

（５）支障木の伐採が僅少であること。

（６）野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障

を及ぼすおそれがないものであること。

３ その他参考事項
なお、審査基準の考え方及び運用方針については、別添参考資料（ 国立・「

国定公園内における風力発電施設設置のあり方に関する基本的考え方 」の通）

りであり、その趣旨について、本改正施行規則の施行と同時に関係機関あての

通知を発出する予定です。

４ 施行期日

（ ） 、 。この審査基準 省令 の施行の日は 平成１６年４月１日を予定しています
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国立・国定公園内における風力発電施設設置のあり方に関する基本的考え方 
平成１６年２月 
環境省自然環境局 

はじめに 
１９９２年、ブラジルのリオデジャネイロで地球サミットが開催された年に、地球
温暖化防止枠組条約及び生物多様性条約という２つの国際条約が採択された。地球温
暖化問題については、長期的に自然の生態系及び人類に大きな影響を及ぼすことが予
想され、現在人類が直面する最も大きな環境問題の一つである。わが国においては、
地球温暖化対策の一環として新エネルギーの一つである風力発電の導入を積極的に
促進していくこととしており、地球温暖化対策推進大綱においても２０１０年までに
３００万ｋＷという導入目標を掲げている。一方、生物多様性条約に基づくわが国の
取組として、２００２年３月に新・生物多様性国家戦略が決定されたことを受け、同
年４月には自然公園法が改正され、自然公園における生物多様性を確保する責務が明
確に位置付けられた。これにより、自然公園においてはわが国の優れた自然の風景地
の保護及び利用を図るとともに、多様な生物相を保全するための中心的役割を果たす
ことが求められている。 
近年、わが国でも急速に各地における風力発電の導入が進みつつあることを背景と
して、国立・国定公園内においても、地方自治体や民間事業者等から大規模な風力発
電施設の設置に関する提案等が出されている。国立・国定公園における大規模な風力
発電施設の設置については、自然の風景や野生生物・生態系に影響を及ぼすことが懸
念されている。このため、環境省としては、風力発電が有する地球温暖化防止の効果
を認めた上で、国立公園制度発足以来の全く新たなタイプの大型の構造物に対し、自
然景観や生物多様性の保全の観点から適切な対応が求められているところである。  
 わが国の国立・国定公園は、その自然の恵沢を持続的に享受できるよう、優れた自 
然の大風景を将来にわたって維持するため、世界に誇りうる国民全体の資産として指 
定されている。財産権の尊重や国土の開発その他の公益との調整にも留意する必要が 
あり、特に、大規模な開発については立地の必然性や行為の公益性が高く認められる 
場合に限って十分な環境保全措置を講じた上で容認してきている。このため、環境省 
では、構造改革特区の第二次提案に対しては、風力発電施設の社会的意義を認めつつ 
も、大規模な構造物の設置が代替性のない自然環境に及ぼす影響を顧みずに安易に受 
け入れることは適切ではないとの考え方から、自然公園法に基づき個別案件ごとに慎 
重に審査していく必要があるとした。  
しかし、現在、風力発電施設専用の審査基準がなく、現行の基準は抽象的でわかり 
にくいとの声もあることから、環境省では平成１５年度末を目途に、風力発電施設の 
設置に関する自然公園法上の審査の基準や考え方について明らかにするため、平成１ 
５年８月より関係分野の専門家から構成される本検討会を設置し、国立・国定公園内 
における風力発電施設設置のあり方について主な論点の整理、検討を進めてきた。  
この「国立・国定公園内における風力発電施設設置のあり方に関する基本的考え方」 
（以下「基本的考え方」という。）は、本検討会において、三重県青山高原ウィンド 
ファームの視察や関係団体等からのヒアリングを実施し、計６回の討議内容及び「基 
本的考え方（概要案）」に対するパブリックコメント募集の結果を踏まえて、わが国 
の自然景観、国立・国定公園の制度の現状や風力発電施設の特性と意義、並びに国立・ 
国定公園内における風力発電施設の設置に係る審査基準の考え方について取りまと 
めたものである。 
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１ 日本の自然景観と国立・国定公園 
（１）日本の自然景観の特質 
「風景」とは空間を検証し、評価するひとつの指標である。「風景」や「景観」は、
一般には、人間をとりまく環境の眺めとなり、対象地の地形や植生等の諸要素が形
成する環境像を視覚的に認識するものである（なお、ここでは「風景」と「景観」
をほぼ同意義として扱うこととする）。 
 わが国の自然（環境）条件は、急峻な地形、長くて複雑な海岸線、南北に細長い
国土、温暖・湿潤な気候、発達する季節風、豊かな植生等に特色がある。このこと
が狭い国土ながら地形・地質、植生、動物などに極めて多様な景観要素を際立たせ、
さらにこれらの要素の地域固有性が組みあわさることにより、わが国特有の複雑か
つ多様な自然景観が形成されてきた。 
こうした特質も踏まえ、「観光立国懇談会報告書」（２００３年４月）においては、
「日本の魅力」の一つとして「自然の景観に恵まれていること」が明記されている。
また、これらの自然景観の適切な保全管理は、わが国の自然環境や生物多様性の保
全管理と密接に関連している。 
一方で、わが国では、狭い国土の中で稠密な土地利用を余儀なくされていること   
から、その自然環境についても、人間の活動や開発等を原因とする生態系の破壊や  
種の絶滅等の危機を抱えている。例えば、自然性の高い植生は山岳地域、島嶼  
などの限られた地域にしか残されていない。このように、多様な自然植生や生物多 
様性の豊かさを背景として培われてきたわが国の優れた自然景観も、現在では限ら 
れた地域においてしか見ることができない。 
このような中で、わが国において地域固有の自然景観の多様性の維持に留意しつ
つ、生物多様性の保全も含め、将来にわたり自然の風景の保護を図るためには、そ
の地域における景観の特徴を形作る地形的、自然・生物的景観要素を充分に把握し
た上で、きめこまやかな保護管理を行うことが必要とされている。 
 
（２）国立・国定公園の役割とその保護管理 
国立・国定公園は、自然公園法に基づき日本の風景を代表する優れた自然の風景
地について区域を指定し、風致景観の維持のため公用制限を課すことによって、将
来にわたって適切にその保護を図るとともに、適正な利用の増進を図ることを目的
としている。わが国では開発等により国土の人為的改変が進み、残された自然植生
も国土面積の２割を切っている状況の中で、現在、国土面積の９％が国立・国定公
園として指定され、年間約７億人の利用に供されている一方で、わが国の自然景観
の核として極めて重要な役割を果たし、また、生物多様性保全の屋台骨としての機
能の発揮も期待されている。 
  このため、これら指定区域の保護管理にあたっては、優れた自然の風景地の保護
と適正な利用を図るとともに、それらの構成要素としても重要な生態系や動植物種
などの生物多様性の確保を旨として、施策を講ずべきことが求められている。 
現在、国立・国定公園の区域内では、自然景観の優秀性や自然状態を保持する必
要性の度合等によって地域を区分し、規制に強弱をつけてその保護管理を図ってい
る。このうち特別保護地区、海中公園地区、第１種特別地域については、特に優れ
た自然景観または原始的状態を保持している地域であり、各公園の自然景観の核心
地域として人為的改変を極力排除し厳正な保護が図られている。また、第２種、第
３種特別地域においては、つとめて農林漁業等との調整を図りながら、自然景観の
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人為的な損傷をできるだけ最小限度にとどめることとしているほか、普通地域につ
いては、特別地域と一体的に自然景観の保護を図る必要がある地域等として、特に
公園の自然の風景に大きな影響を及ぼすおそれのある一定の行為について届出の
義務を課し、自然の風景の保護のために必要な限度において所要の措置を命ずるこ
とができることとされている。 
特に、大規模な開発行為については事前の環境調査を義務付け、その結果をもと
に審査を行う等、具体的な地域の自然景観や生物多様性等の状況に応じた慎重な保
護管理が行われている。 
この他、公園の保護上の支障が必ずしも少なくない行為であっても、立地の必然
性があり、かつ防災や安全性の確保をはじめ充分な公益性が認められる行為につい
ては、公園の保護に係る公益性との比較衡量の結果、適切な環境保全措置を講じた
上で許容される場合もある。 

 
２ 風力発電施設の特性・現状及び環境保全上の意義 
風力発電は、風の力でブレードを回し、その回転運動のエネルギーを電気エネルギ
ーに変換して利用するものである。発電の電力量は風の強さとその恒常性によって大
きく影響されるため、施設を設置する場合には風況の良い場所が選ばれる。       
現在、風力発電用の風車としては、風力エネルギーの利用効率が高いプロペラ型が
多く、一部でダリウス（垂直軸）型も用いられている。風は地上からの高さに通常比
例して強くなるため、風車の高さもできるだけ高くなる方が有利である。また、大型
化するほど規模のメリットが働き、一定の発電量に対するコストが安くなる。このた
め、以前は１基あたりの最大出力数百ｋWが主流だったわが国の風車も、年々大型化
が進み、１基あたり１，５００ｋW の風車も設置されるようになっている。現在、商
業発電用の風車としては、ブレードを含めた最大の高さが７０～１００メートルの大
規模なものが主流を占めている。 
風力発電は他の発電方式と比較して、ライフサイクルでの二酸化炭素排出量が少な
く、また放射性廃棄物のような環境汚染物質の問題も起こらないことが特徴である。
また、自然エネルギーであることから、原子力や化石燃料による発電のような集約化
は困難であるものの、潜在的エネルギー資源は広範に存在しほぼ無尽蔵であると考え
られている。特に、風力発電を導入することによって石油や石炭など化石燃料の消費
を削減できるならば、二酸化炭素の排出削減を通じて地球温暖化防止に寄与すること
が期待される等、環境上きわめて優れたエネルギー源の一つであると言える。このた
め、わが国では、再生可能なエネルギーの一つとして風力発電の積極的な導入を推進
しており、２００２年度末の国内における風力発電の導入実績は計５７６基、出力量
約４６．３万ｋＷに達しているほか、２０１０年度までの導入目標（３００万ｋＷ）
が設定され、各種の導入支援策が講じられ、大型商用発電施設に対する需要が増して
いる。 
同時に、風力発電の導入促進にあたっては、風力発電の経済性を確保するための更
なる普及促進策や市場形成方策が求められているほか、既存の電力系統との連系強化
が大きな課題となっているところである。 
また、風力発電先進国の海外事例においても、一般に景観や野生生物等への影響が
指摘されていることから、わが国においても風力発電施設の立地、設置及び運用に伴
う景観や植生、鳥類等の野生生物・生態系をはじめとした周辺環境への影響を詳細に
調査、把握するとともに、当該地域における保全対象や保全水準を的確に認識しつつ
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十分な検討及び対策を講じることが重要となっている。 
 
３ 国立・国定公園内における風力発電施設の設置に係る基本的方針 
（１）基本的方針 
優れた自然の風景地として、国家的見地から保全上の意義を認められ区域指定さ
れた国立・国定公園内においては、財産権の尊重や国土の開発その他の公益との調
整に留意しつつも、人為的な影響を極力抑制し、自然景観の保護と生物多様性の保
全を主として考えることが基本となる。このため、風力発電施設の立地計画を検討
する際には、まず国立・国定公園外における風力発電施設の立地の可能性やその促
進のための方策が充分検討される必要がある。 
以上を基本としつつ、以下に示す「公益性」や「環境影響」に関する議論を踏ま
えて具体的な審査基準のあり方を検討する。 
 
（２）国立・国定公園内における風力発電施設の立地の必然性及び公益性の考え方 
既述のとおり、自然公園法においては、公園の保護上の支障が必ずしも少なくな
い行為であっても、立地の必然性を含め充分な公益性が認められる行為については、
公園の保護に係る公益性と比較衡量の結果、風致景観上の支障軽減措置を充分に講
じた上で許容される場合もある。 
風力発電施設が、地域へのエネルギー供給や地球温暖化防止への寄与という公益
性を有することは認められるとしても、なお国立・国定公園外において、立地の可
能性や各種取組による風力発電の推進が期待される状況においては、一般論として
公園の保護の公益性を上回るような特別な立地の必然性や公益性が認められるも
のとは判断できない。このため、特に大規模な風力発電施設の設置については、当
該地域における国立・国定公園の保護の観点から、自然公園法の規定に基づき個別
かつ慎重に審査することが必要と考えられる。 
なお、こうした公益性の評価や比較衡量に関する考え方は、風力発電施設に係る
技術的発展、社会情勢の変遷により一部変化する可能性を否定するものではない。 
 
（３）風力発電施設が国立・国定公園内の自然景観・生物多様性等に及ぼす影響と対
策 
一般的に、自然環境への影響の程度は、個別の計画地の状況によって大きく異な
るものと考えられるほか、自然景観や野生生物・生態系など生物多様性に及ぼす影
響については国内での充分な調査や分析事例が少なく、具体的な知見に乏しい。同
時に、高さが数十メートルに及ぶ大規模な風力発電施設の設置については、以下に
詳述するとおり、国立・国定公園内の自然景観や生物多様性をはじめとした周辺環
境に対して大きな影響を及ぼす可能性がある。 
このため、自然環境保全の取組に係る基本原則であるエコシステム・アプローチ
（予防的順応的態度）の適用という観点から、風力発電施設の設置の影響について
は、当該地の自然環境の状況を踏まえた環境調査・影響評価を実施し、的確な予測・
評価を行った上で、慎重に検討する必要がある。 
なお、風力発電施設の設置に関連して行われる行為（取付け道路、送電線、変電
所の設置等）についても併せて検討することが不可欠である。 
 
① 自然景観 
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国立・国定公園の自然景観の保護上重要な要素は、公園毎に策定される公園計画
等により明らかにされている。公園内での工作物設置等の開発行為の審査にあたっ
ては、こうした保全対象を充分認識しつつ自然景観の資質の低下を招かないことが
基本条件である。 
現在わが国で主流を占めているプロペラ式の風力発電施設については、地球温暖
化防止対策のシンボル的存在として見なされること等から、送電鉄塔など類似の形
状特性を持つ大規模な工作物と比較して景観上良い印象を与えるという意見もあ
る。 
その一方で、風力発電施設は一般に山稜線や海岸線、岬の上など、見通しの良い 
場所に立地するとともに、特に大規模な施設の場合、それ自体が風景の主対象とな
るなど、自然景観を一変させるため、国立・国定公園内においては保全すべき自然
景観に大きな影響を与える可能性がある。自然エネルギーを生み出す風力発電施設
といえども、大規模な人工構造物という観点からは一般的な自然景観にみられるス
ケールやテクスチャとは大きく相違しており、主要な展望地や利用ルートからの展
望を妨げる、あるいは眺望対象に支障を与えること等により悪影響を及ぼすおそれ
がある。 
このため、風力発電施設が自然景観に与える影響を回避・軽減するためには、公 
園内のゾーニングに応じ、施設の立地場所の精査をはじめ、以下に示すような各種
の保全措置が必要である。 
（例） 
・ 自然景観の保護上核心的な地域を回避する 
・ 眺望対象である山稜線など景観上目立つ場所への立地を回避する 
・ 重要な展望地点から遠ざける 
・ 重要な眺望対象を含む視界から外す 
・ 背景の地形スケールを損なわない規模とする 
・ 背景に溶け込みやすい色彩とする 等 
 

他方、人工的改変度が高い地点や、視認されにくい地点等であって、風力発電施
設の設置による自然景観への影響が相対的に小さいと認められる場合には、当該地
域における自然的、社会経済的状況を充分に把握した上で総合的に審査を行うこと
が必要である。 
なお、設置後の風況変化等による自然景観への影響については、未解明な点が多
いことから、長期的視点から把握し、評価を行うことも必要と考えられる。 
 
② 生物多様性 
風力発電施設の設置及びそれに伴う送電線や道路等の敷設に伴い、当該地域特有
の植生や野生動物の生息地の改変等により、生物多様性の保全上悪影響を及ぼす可
能性がある。 
特に、野生動物への直接的影響として、海外においては鳥類やコウモリ類の風車
への衝突死に関する事例が報告されているほか、採食地・繁殖地の喪失等を引きお
こす可能性も指摘されている。その影響の程度については、対象となる生物の種類
や、当該施設が位置する場所によって大きく異なるといわれている。 
このため、風力発電施設の設置にあたっては、事前の環境調査の結果を踏まえて
鳥類等の野生生物の重要な生息地・生育地（例えば猛禽類をはじめとした希少種の
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生息地や、渡り鳥や海鳥の重要な渡来地、中継地、繁殖地等）においては、立地計
画段階において回避する等の環境保全措置を講ずることが必要である。また、それ
以外の場所においても、地域の生物相の特質を考慮した充分な環境影響調査の結果
を踏まえ、適切な環境保全措置を検討する。特に、風力発電施設の設置に伴う自然
環境の改変を最小限にとどめ、生態系など生物多様性への影響を極力軽減する観点
から、急峻な地形の地域への立地を避けることや、樹木の伐採を最小限とするなど
の保全措置が必要である。 
なお、国内においては、風力発電施設が鳥類やコウモリ類をはじめとした野生生
物や生態系に及ぼす影響に係る調査データが殆どなく、影響評価に役立つ知見の充
実が喫緊の課題である。このため、今後、既設の風力発電施設が鳥類等野生生物に
及ぼす影響について情報の収集に努める必要がある。さらに、野生生物の生息・生
育状況、例えば動植物種の分布状況や、鳥類の重要な繁殖地の把握、行動調査の実
施や渡りのルートの解明など、関連調査研究の推進、情報の収集・提供に取り組む
ことが重要である。 
 
③その他 
 ①、②の他、騒音等による環境影響の可能性についても適切な事前の調査及び影
響予測を行い、必要に応じた環境保全措置を講じる。また、各地の既設風力発電施
設において夜間のライトアップの実施例がみられるが、国立・国定公園内において
は風力発電施設のライトアップによる自然景観や生物多様性への支障について十
分に検討した上で慎重に取り扱うべきである。 
 
（４）国立・国定公園内における風力発電施設に係る審査基準の考え方 
（１）～（３）の考え方を踏まえつつ、審査基準の考え方を示す。その要点は以
下のとおりである。 
・国立・国定公園内における地域地種区分制度の趣旨を踏まえた取扱いを基本とす     
る。 
・地域の自然環境の特性及び社会・経済的状況も考慮する。 
・必要かつ充分な事前の環境調査の結果を踏まえて、当該地の状況に応じた慎重な
審査を行うとともに、適切な事後モニタリングの実施を求める。 
・審査のポイントをできるだけ具体的かつ明確なものとする観点から、可能なもの   
について数値的基準もしくは目安となる数値を示す。 
・特に公益性が高いと認められる場合、あるいは地域の自然的・社会経済的条件か  
ら判断して通常の基準を適用することが適当ではないと認められる場合につい 
ては、立地、規模を含め風致景観上の支障軽減措置を充分に講じた上で許容する
仕組みを検討する。 
・公園事業施設の付帯施設などを含む小規模な風力発電施設については自然景観や
生物多様性保全上の支障がないと認められる範囲で導入を推進する。 

 
 なお、国立・国定公園特別地域（特別保護地区、海中公園地区を含む。）におけ
る許可の審査は、自然公園法施行規則第１１条に定められる基準（自然公園法第 
１３条第４項、第１４条第４項及び第２４条第４項において「環境省令で定める基
準に適合しないものについては許可をしてはならない」とされているもの：以下「審
査基準」という。）及び同基準の運用にあたっての解釈や指針となる内容を含む通
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知（以下「通知」という。）に基づいて行われることとされている。また、国立公
園普通地域内において自然公園法第２６条第２項に基づく措置命令等を行うに際
してよるべき処理基準についても「通知」が発出されている。以下に示す内容につ
いては、それぞれ適切な形で「審査基準」もしくは「通知」に反映されるべきであ
る。特に、「審査基準」の中に表現しきれない考え方や、「審査基準」の細部解釈及
び運用指針については、「通知」の中できめ細かく取り上げ、趣旨の徹底を図る。 
 
① 自然的・社会的類型ごとの取扱いに係る事項 
ア 立地から除外すべき地域 
  以下の区域については、国立・国定公園内における自然景観の核心的な地域と
して保護を図る観点から、まず、風力発電施設の立地から除外すべきことを「審
査基準」に示す必要がある。 
 
(i) 特別保護地区、海中公園地区、第１種特別地域 
(ii)第２種特別地域又は第３種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等（次
に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化財保護法の規定によ
る史跡名勝天然記念物の指定あるいは仮指定がされていること又は学術調査の
結果等により特別保護地区又は第１種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又
は行われることが必要であると認められるものをいう。） 
○ 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域 
○ 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域 
（特に、渡り鳥の重要な渡来地、中継地や、希少な野生生物の繁殖地 等） 
○ 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地
域 

○ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域 
 
 イ 上記以外の特別地域 
上記以外の特別地域については、風力発電施設（道路、送電線等、附帯する 
関連施設を含む）の設置が、その場所の風致の特性を表す地物（特異な自然現象
等）や、自然風景の主要構成物（山頂、尾根、岬、森林、草原、川、池沼等）な
ど保全や眺望の対象に著しい影響を及ぼすことがなく、風致景観の維持上の支障
が少ないと判断される場合に許容しうる。このため、３（３）①～②に示した観
点も踏まえ「審査基準」に示すべきポイントは次のとおり。 
 
【審査基準のポイント】 
○ 展望・眺望の著しい妨げにならないこと 
・主要な展望地から展望する際の著しい妨げにならないこと 
・山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと 
○ 生物多様性への影響を回避・軽減すること 
・鳥類等野生生物の生息・生育に及ぼす支障が軽微である等、生物多様性への
影響が少ないと認められること   

○ 自然の改変を最小化すること 
・支障木の伐採あるいは切り土・盛り土が必要最小限と認められること 
○ 色彩等が周囲の風景と調和していること 
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・当該工作物の外部の色彩又は形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和
でないこと 

○ 供用後、施設の撤去、跡地の整理がされること 
・耐用年数経過後の施設の撤去及び跡地の整理に関する計画が定められてお
り 、かつ、当該施設の撤去及び跡地の整理を適切に行うこととされている
ものであること 

 
 なお、展望や眺望における支障の程度は、検討の対象地及びその周辺における
保全対象、眺望対象や利用状況を踏まえるとともに、自然景観に関するそれぞれ
の視点（場）及び視対象との関係を十分に把握した上で判断される必要がある。
その際、極力具体的かつ明確な審査基準に基づき、客観的に判断されることが望
ましいが、硬直的な運用による弊害を懸念する指摘も踏まえ、審査基準として一
律に数値化は行わないものの、これまで景観アセスメントで蓄積されてきた視野
角、見込角等を、展望や眺望における支障を回避するための指針として、また、
支障の程度を評価するための目安として採用するべきである。（資料３～５参照） 
また、立地を許容しうる場合における風致上の支障軽減措置として、周囲の景
観との調和に配慮した適切なレイアウトをはじめ、以下の点について十分考慮す
べきである。 
  ・ 景観シミュレーションの結果を踏まえた風車のレイアウトの検討 
・ 既存の工作物や海岸線、尾根筋に沿った秩序ある配置   

  ・ 景観への影響を最小化するための適切な形状、素材の検討  等 
  
ウ 特定の目的・条件を有する場合等 
ア又はイの地域内において、以下の要件に適合するものについては、自然景観
や生物多様性への影響に対して充分な支障軽減措置が講じられた場合に許容しう
るものとし、それぞれの内容に応じて「審査基準」「通知」への記述、あるいは自
然公園法施行規則第１１条第３１項に規定する「基準の特例」の適用等の措置を
行う。    
 
○ 公益性が高く、かつ申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成す
ることができない場合 
（例） 
－ 安全・防災の確保あるいは学術研究 
－ 公園事業施設の付帯施設  等 
 
○ 地域の自然的・社会経済的条件から判断して、通常の基準を適用することが
適当ではないと認められる場合 
（例） 
－ 既に相当程度自然景観の改変が進行している地域であって、計画地周辺の風
致景観に及ぼす新たな支障が比較的少なく、かつ地域に特有の社会的条件等か
ら立地の必然性が極めて高いもの  
－ 通常の送電網がない地域における電力の安定供給に必要  等 
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エ 普通地域 
国立・国定公園の普通地域は、公園区域のうち特別地域及び海中公園地区以外
の区域をいい、一般的に例示すれば、①自然景観上特別地域と一体をなす地域内
の集落地、農耕地、森林等であって、景観の維持を図る必要性は特別地域ほど高
くはないが風景の保護を図る必要がある地域、②特別地域の保護のための緩衝地
帯又は利用上必要とされる地域、などがこれに該当する。このため、特に自然の
風景に大きな影響を及ぼすおそれのある一定の行為について届出の義務を課し、
風景保護のために必要な限度において、当該行為を禁止、制限又は必要な措置を
命令することを通じて、全体としての風景の保護を図っているところである。  
 要届出行為となる高さ３０メートルを超える鉄塔状の風力発電施設の設置に
関しては、当該行為が普通地域の自然風景の保護に著しい支障を及ぼす可能性の
有無につき、事前の環境調査の結果等に基づき審査を行う。この場合、その支障
の程度の評価に当たっては、特別地域内における審査基準の項目に準じて検討す
る必要があるが、当該地の自然の状況、保全対象の重要性を踏まえて判断するこ
とから、仮に同じ風車が設置された場合であっても、その具体的な評価の結果に
は差異が生じうることに留意する必要がある。  
 審査の結果、当該地域周辺の特別地域も含めた重要な眺望対象に著しい支障を
及ぼす、重要な公園利用地点からの展望の著しい妨げになる、若しくは当該地の
自然を著しく改変するなど、特に自然風景の保護上大きな支障があると認められ
る場合には、届出制度の趣旨に沿った命令の必要性について検討する。 
 
② 事前の環境影響調査の実施 
現在、国立・国定公園特別地域においては、自然公園法施行規則第１０条第３項
に基づき、申請に係る行為の面積が１ヘクタール以上である場合、又は申請に係る
行為が長さ２キロメートル以上あるいは幅員１０メートル以上となる道路の新築
等について事前の環境影響調査を求めているほか、同条第４項に基づき、申請に係
る行為がその場所及び周辺の風致景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認
する必要があると認められるときについて同様の調査結果の提出を求めることが
できるとされている。 
これを踏まえ、風力発電施設の設置についても、同条第３項の要件を満たす場合
に加え、当該施設の立地や規模によって自然景観や野生生物等への影響が懸念され
る場合について同条第４項の規定を適用し事前の環境影響調査の実施を求めるべ
きである。なお、取付け道路、送電線、変電所等の付帯施設の設置を伴う場合につ
いては、これらを一体の行為とみなして調査の対象とする。 
なお、環境調査項目の選択等の技術的手法については、環境アセスメントにおい
て利用されている調査手法等を参考としつつ、当該行為の場所及びその周辺の地
形・地質、植生、動物相その他の風致景観の状況や特質、風致景観に及ぼす影響の
予測及び軽減措置、代替手法の比較等について充分な調査を求める。 
また、必要に応じて、各分野の専門家や地域住民から聴取した意見に係る情報に
ついて、環境調査結果への記載を求めるものとする。 
 
（参考） 
－「自然環境アセスメント技術マニュアル」（自然環境アセスメント研究会、１９
９５年） 
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－「環境アセスメント技術ガイド（自然とのふれあい）」（自然との触れ合い分野の
環境影響評価技術検討会；２００２年） 

－「風力発電のための環境影響評価マニュアル」（ＮＥＤＯ；２００３年） 
 
③ 設置後における環境モニタリングの実施 
事前の環境影響評価によっても予期し得ない、あるいはデータ不足等のため正確
な予測が困難な影響が事後的に生ずるおそれがある場合には、当該国立・国定公園
の風致景観を保護するために必要な限度において、事業者による事後のモニタリン
グ調査（動植物への影響等）の実施を許可条件として義務付けることとする。さら
に、その結果については多方面にわたる活用を促す意味も含め広く公表されること
が望ましい。 
 
④ 公園利用上の配慮 
風力発電施設の設置によって、周辺地域における公園利用に支障が生じたり、あ 
るいは公園利用者の安全が損なわれることのないよう、充分留意の上、事業者によ
り適切な措置が講じられることが必要である。 
 
４ その他の検討課題 
（１）設置後の環境影響等に係る情報の収集・共有 
風力発電施設の運用が自然景観や生物多様性等に与える影響については既存の
知見が極めて乏しいため、予防的順応的態度（エコシステム・アプローチ）の適用
という観点から、関係省庁、事業者、地域の自然保護団体や専門家など、関係者が
連携しつつ、風力発電施設設置後の環境モニタリングの推進を図るとともに、その
結果について、今後の国立・国定公園内における風力発電施設の環境影響評価をは
じめ、関係施策の立案・実施に適切に活用していくべきである。 
特に、設置後の自然景観や鳥類等の野生生物への影響や、風況に関する観測値な
ど、関連するモニタリングデータの取得と公開を進めることが望ましい。 
このため、今後関係者と連携したデータ収集・共有の仕組みの構築、シンポジウ
ムの開催による関係者間の情報交換等の推進について検討が必要である。 
 
（２）風力発電に係る技術開発の促進 
今後、自然景観や生物多様性等への影響が少ない風力発電の導入を促進するため、
高さ等施設規模の縮小、形状・デザインや配置上の工夫、エネルギー変換効率の向
上等をはじめとした技術開発の促進が望まれる。また、これらの成果を国立・国定
公園の保護管理施策において適切に反映していくものとする。 
 
（３）風力発電施設の景観評価に係る手法の開発 
  わが国における大規模風力発電施設の景観影響については、具体的な分析・評価
の事例が充分蓄積されていない。このため、今後、適用事例の蓄積など知見の充実
を図りつつ、より風力発電施設の特性に即した景観評価手法の開発等を行うことが
望まれる。 
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